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鰯
と どの 取引 階 層 でも 想像 以 上 に多 い とい え る。 特

１， 下 請見 積書の 提出割 合 に 元請 と一 次 下 請間 で は，

⑧ 見積 書 提 出が ９７
．
８ ％

下 請 の 請負 金 額の 決定 方 法 を ⑧ 協議 を行う が ８９．Ｏ％

① 「見 積書 提 出 後協 議」 の よう で あり， 一見 好 ま しい 実態 で ある か に見 え

② 「見積書提出後発注者決定」 る。 この調査！はすべて下請業者を対象にした調

③ 「見 積り な し」 査 であ り， 一 次 から 末 端下 請 ま でを 調査 し て いる

の３ タイ プに 分 け る と き， そ の 割 合 が， 表 一 の な どユニ ー ク で興 味 深 い 調 査 で ある （後 掲 の 表一

よう であっ た と いう 調査 報 告 があ る。 ４ 参照）。

こ の 調査 は， 建設 省建 設 経済 局 建 設振 興課 が ㈱ っ ぎに， 元 下 間取 引 実態 を調 査 した も う ひ とつ

建設 経 済研 究 所 に委 託 して 行っ た 「専門 工事 業 者 の 調 査 を見 よ う （こ れ を 調 査 ２ と す る）。 こ れ は

下請取引実態調査」 であり， １９９８年１２月から９９年 建設省建設経済局建設業課が毎 年行っている 「下

３月 に か けて 行わ れ たも の で ある。 請代 金 支払 状 況 実態 調 査」 の 第２９回 （大 臣 ・知 事

こ の 調査 結 果 でみ る 限り， 「見積 書 提 出後 協 議」 許 可業 者） であり， 元 請企 業 を対 象 に した もの で

とい う 形 がい ず れの 取引 階 層 でも 多 い。 受注 側 が あ る が， 一 部 の 関 違 下 請 企 業 に 対 す る 「反 面 調

見積 書 を提 出 する 割 合① 十 ② は， 査」 を 伴っ て いる。 そ の別 添集 計 表 「金 額 の 決定

⑧ 元 請 一 次 下 請 間 で ９７．８％， 方 法」 を 見 る と 表 一２ の よ う で あ る。

㊥ 一 次二 次間 で ８４．７％， この 調査 ２ で は自 社 と は元 請企 業 であ り， 下請

㊥ 二次 三 次間 で も ８０％ 業 者と は一 次 下 請を 指 して いる。 こ の調 査 項目 に

表一】 下講の講負金額の決定方法

（調 査 １ に よ る ； た だ し， 簡 単 に す る た め 表 の 形 を 変 え て 一 部 省 略 し た）

㊥ 元 下 間 で は

㊥ 一 次 二 次 閥 で は

㊥二次三次間では

①見積書提出後協議

８９．Ｏ％

６７．
２％

６４．０％

②見積書提出後発注

者決定

８．８％

王７．５ ％

王６，０ ％

③見積り なし

２
．
２ ％

！５．３％

２０．０％

合計（１００％の企業数）

２７２

ユ３７

２５

（出所：「専門工事業者下講取引実態調査の結果について」

：建設省建設経済局建設振輿課、 これを以下では調査１と呼ぶ。）

５０ 建 築 コ ス ト研 究 脳口ｓ 閉１ＮＧ



表一２ 下請金額の決定方法 （調査２ による）

①見積書を提出させ， 下請業者 と協議によ

り決定

②見積書を提出させ， 見積香を参考にする

が， 自杜単独で決定

③見積書を提出させるが， 見積香を参考に

せず自社単独で決定

④見積書は取らず， 自杜の見積額により決

定

㊥ 合 計 唾，３７７元 請 事 業 所 （１００％）

９１．５％

５
．
７ ％

Ｏ
．
２ ％

２
．
６ ％

関 して は， 反面 調査 の 結 果 は発 表資 料 に示 してな

い が
， 表一２ の 結 果 を そ の 豪 ま 便 え ば

，

⑧下 請 業者 か ら見 積 書を とる 元 請 が ９７．４％

⑧下 請業 者 と協 議 によ り 決 定が ９１．５％

の よう に なる。 い ずれ も調 査 ！ の結 果 と近 い割 合

で ある と 言 えよう。

元請が自社単独で決定するもの②十③十④の合

計 は８，５％ と 亙割 以 下 であ り， 「協 議 によ る 決定」

が ９割 を超 える こ とに なる。 見 積書 を とっ た 上 で

協 議 によ り 下請 金額 を 決 める， という 回答 が圧 倒

的 に多 い の であ るか ら， や は り 一見 好 ま しい 取引

実 態 だと 見 える。

ト 元下協議の実態は・
下請 企業 を対 象に した 調 査 亙 で８９％， 元 請企 業

を 対象 に した 調 査２ で９ユ．５％ が下 請 見積 書 提出 後

に 「協 議」 を行っ て 下 請金 額 を決 めて い る と 回答

して い る。 しか し， こ の 「協 議に よ り決 定」 の 中

味 は どう なの だろ う か ？ こ こか ら 先 は筆 者の 主

観 的推 測 であ る。 ま ず は，

い 元請・下請両者が対等な立場で交渉して決

定 金 額に いた る

（づ 見積 り 金額 の 若 干の 値引 き によ っ て 決定 金

額 に いた る

な どのケ ー ス は明 ら かに ｒ協 議 によ り 決 定」 に該

当 す る だ ろ う。 しカ）し
，

こ れ ら に 加 え て つ ぎ の よ

う な ケー ス を 含ん で いる 可能 性 も強 い。

㈱ 見 積 書 をと り， そ れ が元 請の 予 定金 額 とか

け離 れ てい て も， 協 議に よっ て そ れに 近 づ け

ばその金額で決定

陶 見 積 書を と り， 協 議 して も元 請 自社 の 予定

金額 に 近づ か な けれ ば， 元 請が 指 定す る 金額

で決定

つ まり， 上記 ㈱ はも ちろ ん， ㈲ の よう な ケー ス

であっ て も， 回 答 と して は 「協 議に よ り決 定」 の

申 に 含ま れて しまう よう な回 答選 択 肢 の構 成 にな

っ て い る の で あ る
。 で は

，
こ の ４ つ が ど の よ う な

割 合 で あ る か９ そ れ を 知 る テ ー タ は 無 い。 さ

ら に は
，

㈱ 見 積 書を と り， 協議 を する が， 契約 し ない

まま 下 請工 事 を進 め， 受 注辞 退 が でき な い状

態で元請の指定金額で決定

と いう よ う な場 合 をも 含む こ とも 十 分 に考 え られ

る。 調 査 亙の ヒ ヤリ ング結 果 に は 「元 請と の契 約

内容の確定が遅れるため下位下請との契約が遅れ

る」 等 の 意見 も あっ たこ二と が 見え る が， こ の ｒ遅

れる」 とは 「二次下請の着工が元下間そして一次

二次間の契約金額決定より先行する」 な どを意味

す る と 考 え ら れ る
。

こ の よ う に， 「協 議」 と い っ て も， 建 設 業 法 が

いう よ う な， 契約 当 事者 各々 の対 等 な立 場 での 協

議 に基 づく 合 意 であ る とは 限 らな い。 な お，
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積算単価に関する考察 １１２】

い 見積 書 を とり， 協 議 して， 両 者の 提 示金 額

が 近 づか な けれ ば， 下 請 が受 注 を辞 退 する

と いう ケー ス も ある よう で ある が， これ を 扱っ た

調 査 は見当 た ら ない。 選別 受注 の 一種 である。

１ ・・最近の元下関係の変化
専門工事業の諸団体 からは， 「低単 価発注が増

えた」， 「指値 発 注が 多 い」， 「施 工 着 手後 や 終了 後

の 下請 け 金額 決 定も 少 なく な い」 と いう 声 が聞 こ

え てく る。 上 記 の調 査 王 で も， 「最 近 の 元 下 関 係

や上位下位下請関係で特に変化の生じたこと」 に

対 し て，

「請負単価の著しい低下」 を回答した事業所が

一次 下 請 で ９互．５％ （２７３事 業 所中 の２５０），

二 次 下 請 で ８６
．
１％ （１ 幽 申 の亙２４）

，

三次 下 請 で ７４．１％ （２７中 の２０），

四次 下 請 で ６０％ （１０中 の６）

の よう で あり， いず れ の階 層 の下 請 にお いて も 最

も多 く， かつ 圧 倒的 に 多い （事業 所 数， 複 数回 答

可）。

ち なみ に， 「安 い 協 力 会 社 外 へ の 発 注」 も か な

り 多 く
，

一 次
，

二 次
，

三 次
， 四 次 で５４．

２ ％
， ４３

％
，

３３％
，

１０％ で あ る。 こ れ は
，

従 来 の 協 力 会 な

どの系 列 的， 継続 的 元 下関 係以 外 か らの オ ー プン

な下請調達が増加 しつつある最近の傾向を示すも

の であ り， 下 請 レベ ル にお け る受 注競 争の 激化 要

因 の一 端 を物 語る も の であ る が， 上位 下 請 ほ どこ

れ が 多 い 点 に 注 目 し た い。
そ し て，

こ の 回 答 が
，

ｒ工 期 の 著 しい 短 縮」， 「手 形割 合 の 増 加」， 「手 形

期 間の 長 期化」 な どの や はり 厳 しい 問題 傾 淘の 回

答 数 を上 回っ て い る こ と にも 注 目 し た い （表一３

参 照）
。

この こ と は， 「請 負 単 価 の 著 しい 低 下」 と い う

現象が， 協議の無カ化や指値発注のみに起因する

の で はなく， 各 階層 に お ける 受注 競 争の 激 化や 競

争 形態 の 変化 に もよ る もの で ある こ と をう かが わ

せ る。 競 争 形 態 の変 化 と いう の は， 「交 渉 の 相 手

方を選定 してか ら価格交 渉を行う タイ プ」 から

「複数者の競争入札 また は見積合わ せ的 なタイ

プ」 へ の 変化 で ある。 この 傾 向も 元 請 下請 間だ け

の 現象 で はな く， 民 間工 事 の 元請 受 注や 各 次の 下

請 な ど， 各 レベ ルの 取弓 階 層 に 同形 の取 引 形態 が

拡 がり つ つあ る。

表一３ 「最近の元下関係・上位下位下講関係で 樹こ変化の生じたこと」 に対する回答

（業者数， 複数回答可；調査１）

］次下請 二次下請 三次下 請 四次下講 回答合計

「請負単価の著しい低下」

「安い協カ会社外への発注」

「工期の著しい短縮」

「手形割合の増 加」

ｒ手形期間の長期化」

２５０

ユ４８

４７

２３

ユ４

！２４

６２

３６

五７

１４

２０

９

５

４

２

４００

２２３

８９

４７

３王

（回答業考数） ２７３ ！４４ ２７ 王０ ４５４業 者
， ７９０回 答

５２ 建 築 コ ス ト 研 究 ２測 ｓ 開１陥



綴
調査上の指値発注は

４
。 少ない

調査ユの 「見積書提出後発注者決定」 というの

は， いわ ゆ る指 値 発注 を 指す と 思わ れ るが， その

比 率 が 小 さ い （元 下 間 で８．８％， 見 積 な しを 含 め

て も ｕ ％）。 調 査 ２ で 見 て も， ５．７＋Ｏ．２＋２．６二

８．５％ であ り， 両 調 査 と も １ 割 前 後 で あ り， 多 い

と は 言え な い。 こ れは 「指値 が 多 い」 とい う 声 と

合 致 し ない。 これ は どう いう こ と だろう か ？

そ れ は先 に 推測 的 に見 た よう に， 調 査 結果 の 圧

倒的多数を占める 「見積書提出後協議」 がどの範

囲 を含 むか に よる。 多 少 の 協議 が 行わ れ て も， 結

局は発注側 （それぞれの下請階層における直近上

位 注文 者， つ ま り元 請 側 な ど） の 指 値 で受 注価 格

が 決ま る， と いう パ タ ー ンも ここ に 含 んで いる と

想 像さ れ る。

ま た， 市 況 によ って は 入札 的 競 争よ りも 協 議 の

方が 指値 と 結 びつ きや す い こ とも 推測 さ れる。

し た が っ て， 問 わ れ る べ き は， 協 議 （あ る い

は， 交 渉， 折 衝） が本 当 の 協議 に なっ て いな い 点

であ り， これ を 対等 に近 い 協議 に して い く に は ど

の よ う な条 件 や 方策 が必 要 であ る か， と いう 点 で

あ る 。

この 連 載 「２」 でも 扱っ た とこ ろ で はある が，

指値発注と言い値発注を， 対称的に相対化して見

てお く。 指値 発 注 は， 元請 け の受 注 金額 か ら実 行

予 算 やそ の細 目 の 単価 が 決め ら れ， こ れを も とに

指値で専門工事業者に下請け金額を承諾させる場

合 で あり， 言い 値 とは 専 門工 事業 の 働 で提 示 した

金 額 を契 約 金額 と して 承 諾さ せ る場 合 であ る。 指

値は元講間の競争も下講間の競争も激しい状況，

つ まり 買 い手 市場 で生 じる。 言い 値 が通 る のは こ

の 逆の 状 況， つ まり 売 り手 市 場 にお いて 生 じる。

指 値 や 言 い 値 が 相 場 を 指 す 場 合 は， 間 題 は な

い。 相 場 を 相 当 に か け 離 れた 価 格 を， し た が っ

て， 相 手 方 の見 積 価格 に比 べ る とさ ら に大 きく 離

れた 価格 を 指 し， かつ， そ れが 事実 上 の強 制力 を

もつ 場合 に 問 題と な るの であ る。

指 値と 言 い値， この 二 つは， まっ たく 逆 の 状況

で は あ る が， 共 通 し て い る 面 も あ る。 と い う の

は， 取 引 の 相 手 方 の 希 望 価 格 に 近 い 価 格， つ ま

り， 自 分 の方 の望 ま 菅 い偲 格 が， やむ を 得 ず取 り

決め 価 格 となっ て しまう と いう 点 で共 通 して いる

の で あ る。

こう した 非対 称 的な， 一方 の側 に とっ て 望ま し

く ない 取 引行 為 の結 果 によ っ ても， そ れ が 同 じ方

向 で繰 り 返さ れ たり， 広く 行 わ れる とき 相 場情 報

を 形 成 す る。 こ う して 形 成 さ れ た 相 場 情 報 は 次

の， そ して， 他の 取引 行 為 に とって 実例 個 格 と な

り価 格 交渉 のべ 一ス にな る。 こ こ に取引 行為 と相

場形 成 の相 互 作用 が 生ま れる。 こ のよう な相 互 作

用が同類工種の数々 の元下取引を通じて情報循環

する と き漸 次 増幅 的 な循 環 に陥 り， そ れ がア ッ プ

スパイ ラ ル （バ ブル 期） や ダウ ンス パイ ラ ル （バ

ブル後 不 況期） とい う 現象 を 生 みや すい。 一方 の

側に有効な交渉力が欠如している状況が一方向の

ス パイ ラ ル 的悪循 環 傾 向 を招き や す いの で ある。

つ まり， やむ を 得ず 承 諾 した 不本 意 な取 引 の価

格 が 当事 者 相互 間 の実 例 価格 に なっ て しま い， こ

う した情 報 が集 積 して 広 い範 囲 の取 引に 対 して実

例 価 格や 相 場情 報 にな っ てい き， これ が次 の 同類

彗３
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取引 のべ 一 ス とな る とい う 事態 を繰 り 返 す。 こ れ

を どう 見る か Ｐ

こ れ が市 場 の常 で ある， とい う のが ひ とつ の 理

解の し 方で あ ろう。 しか し， 取 引 当事 者 間の 協議

や下請個蜆 積書の形骸化， 無力化はわが国の建築

生産 シス テ ム にと っ て ゆゆ しい 問 題 であ る。

麗
予算諭理一辺倒の

５
， 協議スタンス

協議に対する元請または上位下請側の対応スタ

ンス は， 晶 質 機能 を 所与 と した とき は， 次の 条件

に よ っ て 変 わ っ て く る
。

す な わ ち
，

下 請 ま た は 下

位下請から提示された見積書の見積り額が

⑧予 算条 件 ： 自分 側 の実 行予 算 と比 べ て どう か Ｐ

⑧相 場条 件 ：相 場 情 報と 比 べて どう か ？

の２ 条件 で ある。 こ の二 つ をと も に満 足さ せ る見

積書 な ら ば， すな わち こ れ ら以 内 の額 で あれ ば間

題 は少 ない。 下請 け側 の 見積 書 の 金額 を 認め る形

で協 議 は合 意 に達 し 契約 に至 る。

しか し， 協議 が 必 要な の は， 双 方の 意 図す る金

額が か け離 れて い て， 双 方の 意 図 をと も に満 足さ

せ る こ とが 容易 に は でき ない 場 合 であ り， 一 般に

そ う した 場 合の 方 が多 い だろ う。 とく に， 自 分の

予算 との 折 り合 い がつ けら れる か どう か の点 が発

注側 交渉 担 当者 に とっ て は強 い 制約 に なる。

わ かり き った こ と をわ ざわ ざ 複雑 化 する 嫌 いも

ある が， 一 応 次 の よ う な ケ ー ス を 想 定 し て み よ

う
。

下請 側の 見 積に つ いて

ケ ース 王 ： 見積 が相 場 条 件と 予 算条 件 を とも に満

彗４ 建 築 コ ス ト 研 究 ２㈱ ＳＰＲｌＮＧ

ケ ー ス ２

ケ ー ス ３

ケ ー ス ４

ケ ー ス ５

足 し て い る。

１ 見積 が 予 算条 件 を満 足 して い るが， 相

場 を超 えて い る。

１ 見積 が 予 算条 件 を満 足 して い るが， 相

場情 報 は 不明。

： 見積 が 相場 条 件 を満 足 して い るが， 予

算条 件 を超 え て いる。

：相場情報は不明だが， 見積が予算条件

を 超 え て い る。

こ こ で， 見積 は 下 請ま た は下 位 下請 の 見積 書 提

示額や単価を， 予算条件は発注側つまり元請や上

位 下 請倒 の 予 算枠 やそ の 単 価を 指 す。 こ のと き，

⑧ ケ ー ス １ は 協 議 は 不 要 で 見 積 書 の 額 で 合 意 す

る
。

⑧ ケ ース ２ と３ は 元下 双 方 の協 議 にな る が， 協 議

に よっ て 合意 に 達 する こ とが でき る だ ろう。

⑧ ケ ー ス ４ と ５ は 合 意 に 達 す る こ と が 難 し い が
，

も っ と も 多 い ケ ー ス で あ る。

こう して 整理 し て みて はっ き りす る の は， 予 算

条 件 の 支配力 が強 い こと， 相 場 をク リ ア して いる

か い な いか 不明 で ある か 等 は， あま り 関係 が 無 い

こ と で あ る
。

一般に下請側が最初に提 示した見積書が最終的

な も の でなく， 図 面仕 様 の 内容 や施 工 条件， 支払

い 条 件 な どを協 議 する こ と によっ て， さ らに は競

争 的 再見 積 によ っ て， 提 示額 が 変化 す る だろう。

そ のよ う な 考慮 と 折衝 を繰 り 返 し行 う 場合 に はそ

の過程における修正見積書や最終見積額で上記の

ケ ース １ か ら５ の 見積 を置 き 換 えて 適用 して， 同

じ こ と が ソ） え る
。 つ ま り，



⑧ 協 議 に よ っ て ケ ー ス ４ や ５ が ケ ー ス 王
，

２
，

３

の い ずれ か に変わ っ て い け ば合 意に 達 する。

⑧ 金 額 が変 わっ て も 依然 と して ケー ス ４ や５ の状

況 に 留 ま る と き は， 合 意 に 至 ら な い。

協 議に 対 して 実 行 予算 は強 い 制約 と して 働 く。

予 算 枠が 相 場 に照 ら して 適正 な も の であっ た か ど

う か は， こ の局 面 に おい て はほ と ん ど関係 が な い

の で ある。 協議 に お ける 予 算側 の直 接 担 当者 に と

っ て は， 予 算枠 は あた か も 法律 のよ う に 絶対 的 な

も の と し て 働 く
。

した がっ て， 予 算 枠を 相場 に 適 合 した もの に す

る に は， 協 議局 面 以 前の 予 算設 定 時点 で その よう

に設 定 して おく しか なか った の で ある。 より 川 上

にの ぼる 必 要 があ る と いう こと に なる が， この こ

と は どう い う 意味 を 持つ だ ろう か Ｐ

相 場 が予 算 より も 強 い， と いう こ とは 一 般的 に

は あり 得る。 し か し， 建築 工 事の 施工 単 価 にお け

る現在の市況では， 相場論理も見積論理も予算論

理 より 弱 い。 そう い う 環境 が 論理 な き ダウ ンス パ

イ ラ ル を ま ね く。

麟
同型パターンの垂直的

６
。 連動連鎖

以上 は， 元請 と 一次 下 請間 の 取引 を 中心 に みて

き た が， こ れと 同型 の 状 況 が各 階層 の 建設 取引 に

ほ ぼ共通 し て見 ら れる こ と を指 摘 して おき た い。

一 次 二次 間， 二 次 三次 間 な どの よう に 垂直 連 鎖の

下 方 に向 か って 予 算論 理 は作 用 して いく。 一 方，

生産現場の底辺部から上方に作用するべき見積論

理は上方からの予算論理に直面して常に敗退し続

け て い る。

そ し て， こ れと 同 型の 現 象 が民 間発 注 者 と元 請

業 者 と の 間 の 取 引 に も 見 ら れ る。 と い う よ り は，

この レ ベル （層 位 置） か ら 下方 へ と同 型 現象 が 波

及 して いく 作用 が 大き い。

こ の 現象 は， 見 積 論理 の 無力 に も因 って い る。

見積 論 理の 無力 は， 予算 論 理 とは 逆に 下 方か ら 上

方に 連 鎖的 に作 用 して い る。

見積論理の無力と予算論理の強力さの直面が各

届 で遵 鎖的 に違 動 して 生 じ てい る の であ る。

そ し て， そ れが 信 頼関 係 の崩 壊 やそ の 回復 困 難

状況 と 結 び付 いて い る。 見 積書 の 内容 や 提示 金 額

に 対 す る 発 注 者 社 会 か ら の 不 信 と して 現 れ て い

る。 見 積書 へ の極 度 の不 信 は産 業 に対 す る 不信 で

も あ る
。

した がっ て， この 間 題は 日 本の 建築 生 産 構造 全

体 の共 通 の間 題 と して 考え な け れ ばな らな い。

１ ・・状況の要約
（五） 今回 引用 した ２つ の調 査 結 果に よ れ ば， 元下

間取 引 に おい て， 下 講 見積 書 は９７．８％程 度 提出

さ れて いる。 下 請代 金 決定 に 元下 間 の協 議 が行

わ れて い ると いう 調 査 回答 も９０％ 前 後 であ る。

（２） しか し， 著 し い低 単 価に よ る下 請 受注 が 多い

と する 調 査 回答 も多 い。 下 請 金額 の 取 決め が な

い 段 階 で着 工 せ ざ る を え な い こ と も 少 な く な

い
。

（３） 上記 の（亙）と（２）を 合わ せて 考 察 する とき， 見積

書 提出 や 元 下間 協 議 は行わ れる が， いわ ゆ る指

値 発 注が 多 いと いう 状 況， ま た， 著 し い低 価 格

でも 受注 する と いう 状 況 が ある もの と 推測 出 来

竃§
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る
。

（盗） こ れ は， 見積 書 内容 と協 議 の 無力 さ を浮 き 彫

り に す る。

（５） 要求条件や生産条件の個別性が強い建築生産

に おい て は見 積 書 も協 議 も重 要 であ る。 重 要 で

あ る にも か かわ ら ず， 建築 工 事 見積 書 の根 拠 に

説 得力 が 無く， 協 議 も 著 しく 非対 称 ・ 非対 等 で

ある こ と はた い へ ん間 題 であ る。

（６） こう した 状 況 は， 元 下 間 （元 請 と 一 次 下 請

間） だ け の現 象 で はな い。 上 位下 請 と下 位 下請

の 間 に も 見 ら れ る。 ま た， 発 注 者， と く に 民 間

発注者と元請業者との間にも現在顕著に見られ

る と こ ろ で あ る。

（７） つ ま り， 発 注者， 元請 業 者， 一 次下 講， 二 次

下請， 末端 下 請， 建 設技 能 労働 者 とい う 垂直 の

連 鎖 に お い て
，

同 形 に，
逐 次 連 動 的 に， 見 ら れ

る 状 況 であ る。

（８） こ の状 況 を見 積 論 理と 予 算論 理 の対 立， バ ラ

ン ス
，

そ し て
，

そ の 破 た ん と し て 考 察 す る こ と

ができ る。 一般 に， 見 積 論 理 は垂直 連 鎖 を下 方

か ら 上 方に 逐次 作用 して いく。 予算 論 理 は垂 直

連 鎖 の上 方 か ら下 方 へと逐 次作用 して いく。

（９） 垂 直 連 鎖 の 各 レ ベ ル に お け る 予 算 は， 元 来

は， ① 上 方 の予 算 枠か らの 制 約， ② 同 レベ ル の

実 例価 格 の情 報， ③ 下 方か らの 見 樹青報， の３

方 に根 拠 を持 つ。 そ う して， 各 レベ ル にお いて

見積論理と予算論理の間の相互参照が要求性能

・ 晶質 条 件や 取引 ・ 施 工条 件 等の 考 慮 を介 して

行わ れ る と同 時 に， こ の二 つ の論 理 間 に対 立と

均衡があり， 市場環境の変化に対応した均衡の

シフ トが 生 じる。 そ れ が， 予 算論 理 対見 積 論理

５６ 懲 築 コ ス ト 研 究 湖書Ｓ 閉１焔

の あ る べき 姿 であ る。

（玉⑪ しか し現 状 は， 各 レベ ル とも， 予 算 論理 は 強

い 下 向 き パ ワ ー を 装 備 し つ づ けて い る の に 対

し， 一方の見積論理は金額面の論理と根拠をほ

と ん ど 無力 化 し て 論 理 破 た ん に 近し）状 況 に あ

る
。

（ω こう した状況が下請見積書の無力と元下協議

の 無力 に 端 的に あ らわ れ てお り， さ ら に は元 下

取引 の上 下 をも 含 む トータ ル の垂 直 ル ー プに 連

鎖 的 に露 呈 して㌧）る。 こう した状 況 を どう み る

か Ｐ

⑧商 取 引 慣行 の 常態 の範 囲 で ある と みる か，

⑧建 設 産業 リ ス トラ の 必然 的 で必 要 な過 程 だ と

み る の か
，

あ る い は
，

⑧建 設 労働 の 晶 質水 準低 下 を 含む 産 業イ ン フラ

崩 壊 の危 機 的状 況 とみ る の か。

（玉２） こ の い ずれ であ って も， 個別 性 の強 い 建築 生

産， 建 設取 引 にお いて は， 見積 論 理の 再 建が 必

要 だ。 見積 論 理の 数 量面 は 図面 ・ 仕様 書 と直 結

す る 面 に 限 っ て は よ く 発 達 し て い る。 し か し
，

それを施工技術や実態歩掛りや賃金や生産性向

上努力 を介して単価や金額値に結びつけるべき

金 額 面の 論 理 と根 拠 はほ と ん ど破た ん して い る

の で はな い か ？ この 見 積論 理 の再 建 と信 頼 回

復 を どう する か が， と く に民 間 建築 工 事に お い

て 緊 急の 課題 であり， そ れ は， 公共 建 築工 事 の

積 算 単価 間題 と も通 底 して い るの である。

弓１用 文 献 ： 調 査 １， 調 査 ２ の 出 典 そ の 他 の 概 要 を 表一

４ に 掲 げ る。



表一４ 参考：下講取引に開する建設省の２つの調査の概要

調養１ 調査２

調査名称 専門工事業者下請取引実態調査 下請代金支払状況等実態調査

（第２９回大臣・知事許可業者）

調査機関 建設省建設経済局建設振輿課 建設省建設経済局建設業課

㈱建設経済研究所に委託

調 査 の 対 専 門 工 事 業２０業 種 の 各２０工 事 の 一 次 下 請 か ら 末 ㊥ 元 請 調 査 （大 臣 許 可３
，
０００， 知 事 許 可２

，
０００事

象 端下請まで７王７社 業所） 有効回答４，４６９事業所

⑥ ア ン ケ ー ト 調 査：有 効 回 答４５４杜 （回 収 率 ⑧反繭調査 （元請調査の回答結果との比較のた

６３．３％） め 下 請 業 者五
，
２００業 者 を 対 象） 有 効 回 答６５８事

㊥ ヒ ヤ リ ン グ 調 査 ：２０社 業 所

調 査 対 象 平 成１０年１２月王 蝸 ～至１年 ３ 月１９日 平 成亙１年 ３ 月 １ 麗 ～ ６ 月３０白

期間 反面調査等はその後も継続

参照資料 ｒ建設労働資材月 報」 記考 発表資料， 平成至１年亙２月 ２線

出 所 至９９９年 ５ 月 号
， Ｐ．３

９－４２ （建 設 省 ホ ー ム ペ ー ジ に 調 査 概 要）

調査目的 最近特に元下関係が悪化していることに鑑み， 特定建設業者の下請代金支払状況等の実態を把

建設業にお ける重層下講の下請構造， 取引実態 握するとともに， 元請・下請関係の適正化につ

を 明 ら か に し
，

元 下 関 係， 上 位 下 請 と 下 位 下 請 い て の 指 導 等 に 活 用 す る こ と を 目 的 と す る。

の関係の適正化への指導等に活用するため （は

じ め に よ り）

集計され ㊥講負契約の方法 ・下請契約締緒 （変更） の方法

ている項 ・請負契約で定めている事項 ㊥請負契約書及び基本契約蕾の使用状況

目 ㊥請負金額の決定方法 ㊥下請契約で定めている具体的事項

（調査！ ・請負金額による下請比率 ④金額の決定方法

で は，
各 ④ 代 金 の 受 け 取 り 方 法 。 見 積 書 の 内 訳

取引届位 ㊥留保金の 設定割合 。下請代金の支払い方法

別に） ㊥完成払金 の受け取り方法 ㊥前渡金の支払い方法

（調査２ 田完成払の手形期間 ㊥下請業者に支払っていない理由

の支払い ・部分払の締切竸から支払までの期間 ㊥完成 払の支払い方法

関係の項 ㊥変更工事の代金受け取り状況 。完成払の現金比率

目は， 公 ・最近の元下関係・上位下位下 請関係で特に変 ㊥完成払の手形期間

共工事， 化の生じたこと ④資材納入業者への代金支払現金比率

民間工事 ㊥上位下請が倒産 したときに上 位下請に発注し 圃資材納入業者への手形期閲

別に） た者から立替を受けたことがあるか
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